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司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

岡
山
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

横
浜
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
免
ず
る

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格
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等
検
察
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昭
和
四
四
一
二
○
東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

″

二
一
○
東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
免
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
免
ず
る

四
八
三
二
三
横
浜
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

横
浜
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
免
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
免
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
免
ず
る

松
山
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
免
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

東
京
高
等
検
察
庁
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横
浜
地
方
検
察
庁
川
崎
支
部
勤
務
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

札
幌
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
省
訟
務
局
付
に
充
て
る

か
ね
て
法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

‐
法
務
省
訟
務
局
付
に
充
て
る

札
幌
地
方
検
察
庁
総
務
部
長
を
命
ず
る

法
務
省
訟
務
局
参
事
官
に
充
て
る

法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

パ
ラ
グ
ァ
イ
、
ブ
ラ
ジ
ル
及
び
ア
ル
ゼ
ン
テ
ィ
ン
へ
出
張
を
命
ず
る

出
張
期
間
は
昭
和
五
六
年
一
○
月
二
日
か
ら
同
月
二
五
日
ま
で
と
す
る

口
外
務
事
務
官
（
大
臣
官
房
領
事
移
住
部
）
に
併
任
す
る

（
期
間
は
昭
和
五
六
年
一
○
月
二
五
日
ま
で
と
す
る
）‐
法
務
省
訟
務
局
参
事
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
省
訟
務
局
参
事
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る
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東
京
地
方
検
察
庁
特
別
捜
査
部
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

第
二
四
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
命
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
を
解
除
す
る

任
期
は
昭
和
六
三
年
六
月
三
○
日
ま
で
と
す
る

法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
命
ず
る

第
二
二
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

法
務
大
臣
官
房
会
計
課
長
に
充
て
る

出
張
期
間
は
昭
和
六
三
年
三
月
七
日
か
ら
同
年
四
月
二
日
ま
で
と
す
る

国
へ
出
張
を
命
ず
る

ス
ペ
イ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
イ
ス
、
西
Ｆ
イ
ッ
、
連
合
王
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆

併
任
の
期
間
は
昭
和
六
二
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
刑
事
局
刑
事
課
長
に
充
て
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る 事
項
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法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
を
免
ず
る

口
副
検
事
選
考
審
査
会
予
備
委
員
に
併
任
す
る

静
岡
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
交
通
部
長
を
免
ず
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
免
ず
る

佐
賀
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

口
か
ね
て
東
京
地
方
検
察
庁
交
通
部
長
を
命
ず
る
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七
日

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

〃

出
張
期
間
は
平
成
八
年
一
○
月
二
一
日
か
ら
同
月
二
六
日
ま
で
と
す
る

〃

ペ
ル
ー
及
び
ヴ
エ
ネ
ズ
エ
ラ
ヘ
出
張
を
命
ず
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所

最
高
検
察
庁
公
判
部
長
を
命
ず
る

〃

併
任
の
期
間
は
平
成
八
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

〃

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

〃

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

〃

副
検
事
選
考
審
査
会
予
備
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

法

務

省
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